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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
尖
閣
諸
島
へ
の
日
米
安
全
保
障
条
約
適
用
に
係
る
米
国
政
府
の
見
解
に
つ
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て
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べ
た

内
閣
官
房
長
官
の
発
言
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
月
三
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
四
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

尖
閣
諸
島
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
七
五
号
）
四

か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

尖
閣
諸
島
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
）
第

五
条
に
い
う
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
」
に
含
ま
れ
る
。

五
に
つ
い
て

外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
米
国
政
府
か
ら
、
米
国
政
府
の
見
解

に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
も
の
で
あ
り
変
更
し
て
い
な
い
旨
確
認
し
た
。

一



六
及
び
七
に
つ
い
て

日
米
両
政
府
間
で
は
普
段
か
ら
緊
密
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
確
認
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
三
月
五
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
質
問
を
受
け
た
た
め
、
河
村
内
閣
官
房
長
官

か
ら
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
四
〇
号
）
八
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書
（
平
成
二

十
一
年
三
月
十
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
七
五
号
）
四
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
尖
閣
諸
島
に
関
す
る
我

が
国
の
立
場
に
つ
い
て
は
累
次
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
我
が
国
の
国
益
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

二


